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４．３．手数料等の納付 

 

４．３．１．手数料等の納付方式 

手数料等の納付方式 

※申請先行政庁毎に選択可能な納付方法が異なります 

大臣許可 知事許可 

（１）Pay-easy の納付番号等による ATM、ネットバンキングで支

払いを行う納付方法 

（１）JCIP から金融機関のネットバンキングを利用しての Pay-

easy支払いを行う納付方法 

（２）収入印紙、国税納付領収書を JCIP で出力したはり付け用

紙に貼付して、郵送、窓口提出して行う納付方法 
（２）都道府県証紙を郵送、窓口提出して行う納付方法 

― （３）その他都道府県独自の納付方法 

・大臣許可の場合は全ての申請先整備局等で以下の２つの納付方法が用意されています。 

（１）Pay-easy の納付番号等による ATM、ネットバンキングで支払いを行う納付方法 

    JCIP で Pay-easy の納付番号等を表示し、その納付番号を用いて JCIP とは別に ATM、ネットバンキングで支払いを行います。 

（２）収入印紙、国税納付領収書を郵送、窓口提出して行う納付方法 

    手数料は収入印紙、登録免許税は国税納付（税務署に払込、日本銀行・郵便局に振込）により納付します。 

    JCIP で出力した「はり付け欄」に収入印紙、国税納付領収書をはり付けて郵送、窓口提出します。 

 

・知事許可の場合は以下の３つの納付方法が用意され、選択できる納付方法は行政庁毎に異なります。 

（１）JCIP から金融機関のネットバンキングを利用しての Pay-easy 支払いを行う納付方法 

    JCIP から収納代行業者（F-REGI またはウェルネット)の支払いサイトに遷移、金融機関選択後に当該金融機関のネット 

バンキングサービスで納付します。 

   対応金融機関のネットバンキングの契約があることが前提となります。 

（２）都道府県証紙を郵送、窓口提出して行う納付方法 

    都道府県収入証紙を「はり付け欄」にはり付けて郵送、窓口提出します。 

    都道府県により JCIP の「はり付け欄」を用いる場合と都道府県独自の「はり付け欄」を用いる場合があります。 

（３）その他都道府県独自の納付方法 

    都道府県独自の電子納付システムでの納付、払込用紙での納付、窓口での現金による納付などがあります。 
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４．３．２．手数料等の納付手続き 

納付指示の通知を確認後、納付手続を行います。 

①「マイページ」画面の「通知 未読の直近 10 件」グリッドで、対象の通知をクリックしてください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

②「申請・届出内容」画面が開きます。「手数料納付」ボタンを押下してください。 
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③手数料納付画面が開きます。金額・支払い内容を確認してください。 

「納付手続」項目に利用可能な納付方法が表示されています。いずれかの方法を選択して納付手続きを行ってください。 

 

    

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】行政庁毎の納付方式（例） 

・行政庁のホーページにて納付 

  

 

 

 

・収入証紙にて納付 

  

 

  

 

・Pay-easy（ウェルネット社）にて納付 

 

 

 

 

・Pay-easy（F-REGI 社）にて納付 

 

 

 

納付期限経過後に「納付する」ボタンを押下すると、 

メッセージ（下図）が表示され納付手続は行えません 
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④手数料納付手続き完了後、状態が「手続中」に変化します。対象の通知をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤「申請・届出内容」画面が開きます。「手数料納付」ボタンを押下してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥「手続中」となった手数料納付画面では「納付待」の表示が「納付済」に変化し、納付情報が画面上に反映されています。 
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⑦「納付状況出力」ボタンを押下すると、納付情報（赤枠内の情報）が反映された PDF ファイルをダウンロードできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【参考】納付情報 PDF ファイルイメージ 
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